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定期報告を要する特定建築物、建築設備及び防火設備

（１）特定建築物

下表の用途の欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計等が規模等の欄

のいずれかに該当するもの

No 用   途
規模等

（Ａ：用途欄の用途に供する部分の床面積の合計）
報告の時期

１ 劇場、映画館又は演芸場

・Ａが200㎡を超えるもの

・階数が３以上の建築物のうち、地階又は３階以上

の階のいずれかにおけるＡが100㎡を超えるもの

・階数が３以上かつ主階が１階以外にある建築物の

うち、Ａが100㎡を超えるもの

令和８年

６月～12月

以降、３年ごと

２

観覧場（屋外に避難上有効に開

放されているものを除く。）、公

会堂又は集会場

・Ａが200㎡を超えるもの

・階数が３以上の建築物のうち、地階又は３階以上

の階のいずれかにおけるＡが100㎡を超えるもの

３

病院、診療所（患者の収容施設

があるものに限る。）又は児童

福祉施設等（高齢者、障害者等

の就寝の用に供するもの※１に

限る。）

・Ａが300㎡を超えるもの

・Ａが200㎡を超え、かつ、地階におけるＡが100

㎡を超えるもの

・階数が３以上の建築物のうち、地階又は３階以上

の階のいずれかにおけるＡが100㎡を超えるもの

・２階（避難階である場合を除き、病院又は診療所

にあっては、患者の収容施設がある場合に限る。）

におけるＡが300㎡以上のもの

４

児童福祉施設等（高齢者、障害

者等の就寝の用に供するもの
※１を除く。）

・Ａが300㎡を超えるもの

・Ａが200㎡を超え、かつ、地階におけるＡが100

㎡を超えるもの

・階数が３以上の建築物のうち、地階又は３階以上

の階のいずれかにおけるＡが100㎡を超えるもの

５ ホテル又は旅館

・Ａが300㎡を超えるもの

・Ａが200㎡を超え、かつ、地階におけるＡが100

㎡を超えるもの

・階数が３以上の建築物のうち、地階又は３階以上

の階のいずれかにおけるＡが100㎡を超えるもの

・２階（避難階である場合を除く。）におけるＡが

300㎡以上のもの

令和９年

６月～12月

以降、３年ごと

６

下宿又は共同住宅若しくは寄

宿舎（サービス付き高齢者向け

住宅、認知症高齢者グループホ

ーム及び障害者グループホー

ムを除く。）

・６階以上の階におけるＡが100㎡を超えるもの

共同住宅又は寄宿舎（サービス

付き高齢者向け住宅、認知症高

齢者グループホーム又は障害

者グループホームに限る。）

・Ａが200㎡を超え、かつ、地階におけるＡが100

㎡を超えるもの（避難階以外の階を当該用途に供

するものに限る。）

・階数が３以上の建築物のうち、地階又は３階以上

の階のいずれかにおけるＡが100㎡を超えるもの

（避難階以外の階を当該用途に供するものに限

る。）

・６階以上の階におけるＡが100㎡を超えるもの

・２階（避難階である場合を除く。）におけるＡが

300㎡以上のもの
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７ 学校

・Ａが2,000㎡を超えるもの

・Ａが200㎡を超え、かつ、地階におけるＡが100

㎡を超えるもの

・階数が３以上の建築物のうち、地階又は３階以上

の階のいずれかにおけるＡが100㎡を超えるもの

令和７年

６月～12月

以降、３年ごと

８

体育館、博物館、美術館、図書

館、ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ場、ｽｷｰ場、ｽｹｰﾄ

場、水泳場又はｽﾎﾟｰﾂの練習場

・学校に附属するもので、Ａが2,000㎡を超えるも

の

・学校に附属しないもので、Ａが2,000㎡以上のも

の（１階及び２階がいずれも避難階であり、かつ、

Ａが2,000㎡のものを除く。）

・Ａが200㎡を超え、かつ、地階におけるＡが100

㎡を超えるもの

・階数が３以上の建築物のうち、地階又は３階以上

の階のいずれかにおけるＡが100㎡を超えるもの

９

百貨店、ﾏｰｹｯﾄ、展示場、ｷｬﾊﾞ

ﾚｰ、ｶﾌｪｰ、ﾅｲﾄｸﾗﾌﾞ、ﾊﾞｰ、ﾀﾞﾝ

ｽﾎｰﾙ、遊技場、公衆浴場、待合、

料理店、飲食店又は物品販売業

（物品加工修理業を含む。）を

営む店舗

・Ａが500㎡を超えるもの

・Ａが200㎡を超え、かつ、地階におけるＡが100

㎡を超えるもの

・階数が３以上の建築物のうち、地階又は３階以上

の階のいずれかにおけるＡが100㎡を超えるもの

・２階（避難階である場合を除く。）におけるＡが

500㎡以上のもの

10

事務所その他これに類するも

の

階数が５以上かつ延べ面積が1,000㎡を超える建築

物のうち、地階又は３階以上の階のいずれかにおけ

るＡが100㎡を超えるもの※2

事務所その他これに類するも

の（小規模民間事務所等）

※２に該当しない建築物で、階数が３以上かつ延べ

面積が200㎡を超える建築物のうち、地階又は３階

以上の階のいずれかにおけるＡが100㎡を超えるも

の

※１ 以下に掲げる用途をいう。

 ① 助産施設、乳児院、障害児入所施設

 ② 助産所

 ③ 盲導犬訓練施設

 ④ 救護施設、更正施設

 ⑤ 老人短期入所施設等、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム

 ⑥ 障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス事業（自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。）

の用に供する施設（利用者の就寝の用に供するものに限る。）

⑦ 建築基準法施行令第19条第１項における児童福祉施設等のうち、高齢者、障害者等の就寝の用に供す

るもの（①から⑥に掲げる用途を除く）

注１ 上表は、建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」）第12条第１項に基づく定期報告が必要な

建築物として、同項に規定する安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして建築基準法施行

令（昭和25年政令第338号。以下「政令」）第16条第１項で定める建築物（以下「政令指定建築物」）と

当該政令で定めるもの以外で兵庫県知事が指定した建築物（以下「知事指定建築物」）を併せて表記し

たものであり、それぞれを区別した表示はしていません。

注２ 政令指定建築物は、安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物を指定する観点から、通常の

火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物（避難階以外の階を対象の用途に供

しないもの。以下「避難階以外対象用途なし建築物」）を定期報告の対象としていませんが、知事指定

建築物は、避難階以外対象用途なし建築物であることをもって定期報告の対象外とする考え方は有し

ていません。したがって、上表において、特に記載がない限り、当該用途に供する部分が避難階にあ

るものであっても、定期報告の対象となります。

注３ 同一敷地内に２棟以上ある場合は、その合計面積ではなく、それぞれの棟ごとに上表に該当するか

否かを判断し、棟ごとに報告してください。
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注４ 法第７条第５項又は第７条の２第５項の規定に基づく検査済証の交付を受けた年度の翌年度以降最

初に到来する当該建築物の報告の時期における報告は不要とし、その次の時期から報告を開始してく

ださい。

注５ 事務所その他これに類するもの（小規模民間事務所等）の報告では、小規模民間事務所等に限定し

た調査結果表を使用してください。



4

（２）建築設備※

下表の用途の欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計等が規模等の欄

のいずれかに該当するものに設けられるもの

No 用   途
規模等

（Ａ：用途欄の用途に供する部分の床面積の合計）
報告の時期

１ 劇場、映画館又は演芸場

・Ａが200㎡を超えるもの

・階数が３以上の建築物のうち、地階又は３階以上

の階のいずれかにおけるＡが100㎡を超えるもの

・階数が３以上かつ主階が１階以外にある建築物の

うち、Ａが100㎡を超えるもの

毎年

６月～12月

２

観覧場（屋外に避難上有効に開

放されているものを除く。）、公

会堂又は集会場

・Ａが200㎡を超えるもの

・階数が３以上の建築物のうち、地階又は３階以上

の階のいずれかにおけるＡが100㎡を超えるもの

３

病院、診療所（患者の収容施設

があるものに限る。）又は児童

福祉施設等

・Ａが300㎡を超えるもの

・Ａが200㎡を超え、かつ、地階におけるＡが100

㎡を超えるもの

・階数が３以上の建築物のうち、地階又は３階以上

の階のいずれかにおけるＡが100㎡を超えるもの

４ ホテル又は旅館

・Ａが300㎡を超えるもの

・Ａが200㎡を超え、かつ、地階におけるＡが100

㎡を超えるもの

・階数が３以上の建築物のうち、地階又は３階以上

の階のいずれかにおけるＡが100㎡を超えるもの

５

博物館、美術館、図書館、ﾎﾞｰ

ﾘﾝｸﾞ場、ｽｷｰ場、ｽｹｰﾄ場、水泳

場又はｽﾎﾟｰﾂの練習場

・Ａが2,000㎡を超えるもの

・Ａが200㎡を超え、かつ、地階におけるＡが100

㎡を超えるもの

・階数が３以上の建築物のうち、地階又は３階以上

の階のいずれかにおけるＡが100㎡を超えるもの

６

百貨店、ﾏｰｹｯﾄ、展示場、ｷｬﾊﾞ

ﾚｰ、ｶﾌｪｰ、ﾅｲﾄｸﾗﾌﾞ、ﾊﾞｰ、ﾀﾞﾝ

ｽﾎｰﾙ、遊技場、公衆浴場、待合、

料理店、飲食店又は物品販売業

（物品加工修理業を含む。）を

営む店舗

・Ａが500㎡を超えるもの

・Ａが200㎡を超え、かつ、地階におけるＡが100

㎡を超えるもの

・階数が３以上の建築物のうち、地階又は３階以上

の階のいずれかにおけるＡが100㎡を超えるもの

７
事務所その他これに類するも

の

階数が５以上かつ延べ面積が 1,000 ㎡を超える建

築物のうち、地階又は３階以上の階のいずれかにお

けるＡが 100㎡を超えるもの

※ 以下に掲げる建築設備に限る。

 ① 換 気 設 備：法第 28 条第２項ただし書又は第３項の規定により設置する換気設備のうち、政令

第 112 条第 21 項の規定により設置する特定防火設備（温度ヒューズホルダーと連

動して自動的に閉鎖するダンパーを含む。）を設けたもの

 ② 排 煙 設 備：法第 35 条又は政令第 129条の 13の３第 13項の規定により設置する排煙設備のう

ち、排煙機又は送風機を設けたもの（機械排煙）

③ 非 常 用 の 照 明 装 置：法第 35 条の規定により設置する非常用の照明装置のうち、政令第 126 条の５に規

定する予備電源で蓄電池別置型又は自家発電設備によるものを設けたもの

注１ 上表は、法第12条第３項に基づく定期報告が必要な建築設備として、兵庫県知事が指定したもので

す。

注２ 同一敷地内に２棟以上ある場合は、その合計面積ではなく、それぞれの棟ごとに上表に該当するか

否かを判断し、棟ごとに報告してください。

注３ 法第７条第５項又は第７条の２第５項の規定に基づく検査済証の交付を受けた年度の翌年度の報告

は不要とし、その次の年度から報告を開始してください。
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（３）防火設備※１

下表の用途の欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計等が規模等の欄

のいずれかに該当するものに設けられるもの

No 用   途
規模等

（Ａ：用途欄の用途に供する部分の床面積の合計）
報告の時期

１
「（１）特定建築物」の表の用

途の欄に掲げる用途

「（１）特定建築物」の表の規模等の欄に掲げる規

模等

毎年

６月～12月
２

病院又は診療所（患者の収容施

設があるものに限る。）
Ａが 200㎡を超えるもの

３
高齢者、障害者等の就寝の用に

供するもの※２ Ａが 200㎡を超えるもの

※１ 随時閉鎖又は作動のできる防火設備（防火ダンパー及び外壁開口部の防火設備を除く。）

※２ 以下に掲げる用途をいう。

 ① 共同住宅、寄宿舎（いずれもサービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム又は障害者

グループホームに限る。）

 ② 助産施設、乳児院、障害児入所施設

 ③ 助産所

 ④ 盲導犬訓練施設

 ⑤ 救護施設、更生施設

 ⑥ 老人短期入所施設等、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム

 ⑦ 障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス事業（自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。）

の用に供する施設（利用者の就寝の用に供するものに限る。）

⑧ 建築基準法施行令第19条第１項における児童福祉施設等のうち、高齢者、障害者等の就寝の用に供す

るもの（②から⑦に掲げる用途を除く）

注１ 上表は、法第12条第３項に基づく定期報告が必要な防火設備として、同項に規定する安全上、防火

上又は衛生上特に重要であるものとして政令第16条第３項（第２号）で定める防火設備（以下「政令

指定防火設備」）と当該政令で定めるもの以外で兵庫県知事が指定した防火設備（以下「知事指定防火

設備」）を併せて表記したものであり、それぞれを区別した表示はしていません。

注２ 政令指定防火設備は、安全上、防火上又は衛生上特に重要である防火設備を指定する観点から、通

常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない防火設備（避難階以外の階を対象の用

途に供しない建築物（病院、診療所又は高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。）に設ける

もの。以下「避難階以外対象用途なし防火設備」）を定期報告の対象としていませんが、知事指定防火

設備は、避難階以外対象用途なし防火設備であることをもって定期報告の対象外とする考え方は有し

ていません。

注３ 同一敷地内に２棟以上ある場合は、その合計面積ではなく、それぞれの棟ごとに上表に該当するか

否かを判断し、棟ごとに報告してください。

注４ 法第７条第５項又は第７条の２第５項の規定に基づく検査済証の交付を受けた年度の翌年度の報告

は不要とし、その次の年度から報告を開始してください。
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１ 建築設備について報告の必要なものは、下記のとおり。

（１）換気設備（法第28条第２項ただし書又は第３項の規定により設置する換気設備のうち政令第112条第21

項の規定により設置する特定防火設備（温度ヒューズホルダーと連動して自動的に閉鎖するダンパーを含

む。）を設けた換気設備に限る。）

（２）排煙設備（法第35条又は政令第129条の13の３第13項の規定により設置する排煙設備のうち排煙機又は送

風機を設けた排煙設備に限る。）

（３）非常用の照明装置（法第35条の規定により設置する非常用の照明装置のうち政令第126条の５に規定する

予備電源で蓄電池別置型又は自家用発電装置によるものを設けた非常用の照明装置に限る。）

２ 定期報告を要する建築物は、１棟ごとに判定する。

３ 建築物の用途は、法令の定義及び通達等を参照し、建築物の実態にあったものとする。

４ 用途に供する部分とは、原則として、主たる用途に供する部分及びこれに付属する部分とする。

５ 主階とは、観客席のあるメインフロアーのことである。

６ ２以上の用途に供する建築物で、その用途により報告の時期が異なる場合は、当該それぞれの用途のうち

その主たる用途の時期に報告することができる。

７ ２以上の用途に供する建築物で、その用途により管理区分される数が２以上あるものにあってはそれぞれ

の管理区分に応じて報告することができるものとする。

８ 同一敷地（建築基準法施行令第１条第１号に規定する敷地をいう。）内で、用途上不可分の関係にある複数

の建築物を同一管理者が管理している場合で、その用途が２以上あり、報告の時期が異なるときは、当該用

途のうちその主たる用途の時期に報告することができる。

９ 建築物の新築（改築）の場合、建築基準法施行規則第５条の規定により、検査済証の交付を受けた年度の

直後の時期は報告不要とし、その次の時期より報告を開始する。

（下記参照）

検査済証の交付を受けた新築（改築）建築物の報告時期

(1)報告時期が毎年の場合

１年度に検査済証の交付を受けたものは、２年度は免除され３年度から報告開始となる。

(2)報告時期が３年ごとの場合

（例）４年度から３年ごとの報告となる物販店等の場合

１年度から３年度の間に検査済証の交付を受けたものは、４年度は免除され７年度から報告開始となる。

１年度 ２年度 ３年度

免除 報告

４年度 ５年度 ６年度 ７年度

検査済証の交付

１年度 ２年度 ３年度

免除 報告検査済証の交付
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（別紙２）

所有者又は管理者の種別による定期報告の対象区分

 建築物等（建築物及び特定建築設備等）の

所有者又は管理者の種別

定期報告の対象の

区分

１ 国、都道府県の建築物 対象外

２

建築主事を置く市町村の建築物 対象外

建築主事を置かない市町村の建築物 対 象

３ (独)都市再生機構、兵庫県住宅供給公社の建築物 対 象

４

民間の建築物

（国、都道府県又は建築主事を置く市町村が建築し

て民間に譲渡、分譲等された建築物を含む。）

対 象
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（別紙３）

複合用途建築物の調査範囲

管理形態上、建築物の全てについての調査が困難な場合は、建築物内部においては、定期調査対象用途に

供する部分とそこからの避難経路を最低限調査する。

（例）

【複合用途建築物の具体例】

  複合用途建築物について、具体例を示す。

（注１）地階・Ｆ≧３：地階でその用途に供する部分が１００㎡を超えるもの（（別紙１）表中用途欄１、

           ２の建築物については階数が３以上のものに限る。）又は３階以上の階でその用途

           に供する部分が１００㎡を超えるものをいう。

（注１’）地階・Ｆ≧３：地階でその用途に供する部分が１００㎡を超えるもの（階数が３以上のもの又

           はその用途に供する部分の床面積の合計が２００㎡を超えるものに限る。）又

           は３階以上の階でその用途に供する部分が１００㎡を超えるものをいう。

（注２） Ａ    ：その用途に供する部分の床面積の合計を示す。

（注３） Ａ０   ：２階部分（避難階を除く。）の床面積の合計で、病院及び診療所（患者の収容施設が

あるものに限る。）又は児童福祉施設等（高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの

（注８）に限る。）の用に供するものに限る。

（注４） Ａ１   ：その用途に供する部分（避難階を除く。）の床面積の合計を示す。

（注５） Ａ２   ：その用途に供する２階部分（避難階を除く。）の床面積の合計を示す。

（例１）劇場：地階・Ｆ≧３（注１）、Ａ（注２）＞２００㎡又は主階が１階以外にあるものでその用途に

   供する部分が１００㎡を超え、かつ、階数が３以上のものが調査対象

診 療 所（１５０㎡） 廊下 階段

事 務 所 〃 〃

事 務 所 〃 〃

倉 庫 ５０㎡

事務所 ５０㎡

避
難
経
路劇場 １５０㎡

事務所 ５０㎡
避
難
経
路

劇場 １５０㎡

・・・最低限の調査範囲

・・・管理形態上、調査・検査が

困難な場合は調査対象外と

することも可

診療所が３階以上で１００㎡を超えるため、

調査対象の建築物となる。

※令和元年６月の法改正により定期調査・報告の対象から

除外された。

階数が３以上のもので、地階の劇場の用途に供する部分

が１００㎡を超えているので調査対象

地階で劇場の用途に供する部分が１００㎡を超えるが、

階数が３未満の建築物のため、調査対象外

《参考》
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（例２）寄宿舎：Ｆ≧６かつＡ（注２）＞１００㎡（Ａは６階以上）

遊技場：地階・Ｆ≧３（注１’）、Ａ（注２）＞５００㎡又はA2（注５）≧５００㎡が調査対象

（例３）診療所（患者の収容施設あり）：地階・Ｆ≧３（注１’）、Ａ（注２）＞３００㎡又は

A0（注３）≧３００㎡が調査対象

（例４）共同住宅※：Ｆ≧６かつＡ（注２）＞１００㎡（Ａは６階以上）

※ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅、認知症高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ、障害者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑを除く

事 務 所：地階・Ｆ≧３（注１）（ただし、階数が３以上で、延べ面積が２００㎡を超える建築物

に限る）が調査対象

（例５）水泳場：地階・Ｆ≧３（注１’）、Ａ（注２）＞２，０００㎡又はＡ1（注４）≧２，０００㎡

倉庫  ４８０㎡
避
難
経
路

寄宿舎 ４８０㎡

遊技場 ４８０㎡

診療所 ６０㎡

避
難
経
路

診療所 ６０㎡

事務所 ６０㎡

事務所 ６０㎡

共同住宅 ６０㎡

避
難
経
路

共同住宅 ６０㎡

共同住宅 ６０㎡

共同住宅 ６０㎡

事 務 所 ６０㎡

事 務 所 ６０㎡

事 務 所 ６０㎡

水泳場 ２０００㎡ 避
難
経
路事務所 ５００㎡

寄宿舎の用途に供する部分が２階で 500㎡未満であるので調査対象外

遊技場の用途に供する部分が１階で、又、その床面積の合

計が５００㎡を超えていないので調査対象外

３階以上の階で、診療所の用途に供する部分の床面積の合

計が１００㎡を超えているので調査対象

６階以上の階で、共同住宅の用途に供する部分の床面積の

合計が１００㎡を超えているので調査対象

建築物の階数が３以上で延べ面積が２００㎡を超えている

が、３階以上の階で、事務所の用途に供する部分の床面積の

合計が１００㎡を超えていないので、最低限の調査範囲には

含まれない。

水泳場の用途に供する部分の床面積が２，０００㎡を超え

ないが、避難階以外の階で、水泳場の用途に供する部分の床

面積の合計が２，０００㎡のため調査対象
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（例６）飲食店：地階・Ｆ≧３（注１’）、Ａ（注２）＞５００㎡又はA2（注５）≧５００㎡が調査対象

（例７）事務所：地階・Ｆ≧３（注１）（ただし、階数が３以上で、延べ面積が２００㎡を超える建築物に限る）

診療所：地階・Ｆ≧３又はＡ（注２）＞３００㎡又はA０（注３）≧３００㎡

飲食店：地階・Ｆ≧３又はＡ（注２）＞５００㎡又はA２（注５）≧５００㎡が調査対象

（例８）ﾊﾞｰ、飲食店、物販店：地階・Ｆ≧３（注１’）、Ａ（注２）＞５００㎡又はA２（注５）≧５００㎡が

調査対象

共同住宅
避
難
経
路

共同住宅

共同住宅

飲食店 １１０㎡

事務所 ２１０㎡

避
難
経
路

事務所 ２１０㎡

診療所 １９０㎡

飲食店 ２１０㎡

倉 庫 ２１０㎡

倉庫

ﾊﾞｰ９０㎡ 倉庫 避

難

経

路
飲食店 ２１０㎡

物販店 ２１０㎡

階数が３以上のもので、地階で飲食店の用途に

供する部分の床面積の合計が１００㎡を超えてい

るので調査対象

３階以上の階で、事務所の用途に供する部分の床面積の合

計が１００㎡を超えていて、かつ、階数が３以上で床面積の合

計が２００㎡を超えている建築物であるので調査対象

診療所の用途に供する部分が２階で、また、その床面積の

合計が３００㎡を超えていないので、最低限の調査範囲には

含まれない。

飲食店の用途に供する部分が１階で、また、その床面積の

合計が５００㎡を超えていないので最低限の調査範囲には含

まれない。

３階以上の階で、ﾊﾞｰの用途に供する部分の床面積の合計が

１００㎡を超えていないが、ﾊﾞｰ、飲食店及び物販店の用途に

供する部分の床面積の合計が５００㎡を超えているので調査

対象



（別紙４）

定期報告の流れ

※１：建築設備及び防火設備は正 1 部・副 1 部とする

※２：違反建築物のもの…違反建築物で報告書等が提出された場合は、審査の上、台帳を整備し、別途違反指導を行う。

確 認

申 請（審査報告書）

業 務

委 託

業 務

受 託

対象物の把握(県民局・県民セ

ンターへ対象物件照会・通知)

〔特建概要書の送付〕

定期報告台帳

の作成

案内書

の作成

案内書

の発送

調査（検査）

の依頼
調査（検査）

未報告者名簿

の作成

督促状の作成

（防火設備除く）

督促状の発送

（防火設備除く）

報告等

受 理

対象外理由届

定期報告変更届

報 告

報告書

の作成

・報告書

（正１部・副１部）

・概要書

・審査結果一覧表

・対象外理由届

審 査

報告書、

概要書の保管

台帳の整備

（対象外を削除）

（記載事項を修正）

・報告書※１

（正１部・副２部）

・概要書（正１部）

・報告書（副）

・報告済証

・審査結果の送付

受領・保管

台 帳

の整備

改 善

台 帳

の保管

指導・助言
指 導

※2

・報告書（副）

・審査結果の送付

審査結果一覧表の送付

：県民局・県民センター

(建築物のみ)

（指定確認検査機関分含む）

報告等

受 理

(建築設備)
(防火設備）

審 査

・報告書（副）

・審査結果の送付

指 導

※2

審査結果一覧表の送付

・対象外理由届の

審査結果の送付

防災センター 報告義務者 調査（検査）者

・報告書（正）

・概要書

・報告書（正）

・概要書

・対象外理由届の

審査結果の送付

県

受 付

(定期報告変更届)

10



（別紙４’）

建築設備及び防火設備の定期報告の流れ（オンライン報告の場合）

※１：違反建築物のもの…違反建築物で報告書等が提出された場合は、審査の上、台帳を整備し、別途違反指導を行う。

確 認

申 請（審査報告書）

業 務

委 託

業 務

受 託

対象物の把握(県民局・県民セ

ンターへ対象物件照会・通知)

〔特建概要書の送付〕

定期報告台帳

の作成

案内書

の作成

案内書

の発送

検査の

依頼
検査

未報告者名簿

の作成

報 告

報告書

の作成

報告書、

概要書の保管

・専用 WEB フォームにより報告

・報告書等（PDF）
・報告済証の送付

受領・保管

改 善 指導・助言

：県民局・県民センター

（指定確認検査機関分含む）

報告等

受 理

審 査

・審査結果の通知

指 導

※1

防災センター 報告義務者 検査者

・報告書(PDF)
・概要書(PDF)

県

受 付

11

台 帳

の整備

・審査結果の通知

台 帳

の保管



（別紙５）

特定建築物、建築設備及び防火設備の定期報告書の

受理・審査等の事務処理

建築防災センター

定期調査（検査）報告書、概要書、

審査結果一覧表、定期報告対象外理由届を送付

（１ヶ月毎）

建築物所有者

事 務 処 理

① 定期報告書（正、副共）の整理番号欄に受付印を押印する。

② 「特定建築物定期報告内容審査結果一覧表」（様式３－１）、「建築設備定期報告内容審査結果一

覧表」（様式３－２）又は「防火設備定期報告内容審査結果一覧表」（様式３－３）（以下「審査

結果一覧表」という）を作成する。

③ 定期報告書（正、副共）、定期報告概要書及び定期報告対象外理由届に、受付印を押印する。

④ 調査（検査）者が行った調査・検査に基づき、定期報告書の審査を行い、「特定建築物の定期調

査報告書の審査結果について」（様式４－１、様式４－１’又は様式４－２）「建築設備の定期

検査報告書の審査結果について」（様式４－３）「防火設備の定期検査報告書の審査結果につい

て」（様式４－４）を作成する。定期報告対象外理由届については、届出内容に基づき審査を行

い、「定期報告対象外理由届の審査結果について」（様式４－５）を作成する。なお、届出内容

の他に審査に必要な資料がある場合は、届出者に資料を請求する。

⑤ その結果を、審査結果一覧表の調査（検査）者報告欄と照合し、食い違いがあれば訂正し審査

結果欄に記載する。

⑥ 定期報告書（副）に④をホッチキス等で留める。

⑦ 審査結果一覧表の審査結果及び定期報告対象外理由届の審査結果について（様式４－５）を基

に、台帳の整備を行う。

⑧ 建築基準法令による処分等の概要書（第37号様式）の定期報告欄に提出年月日を記載する。（平

成17年６月１日分から）

（その他）

・台帳保管

・定期調査・検査報告概要書の保管・閲覧

定期調査（検査）報告書、概要書又は定期報告対象外理由届を提出

県

定期調査（検査）報告書、

審査結果を発送

定期調査（検査）報告書、

審査結果一覧表、審査結

果を送付

①②⑦

③④⑤⑥⑧

12



（別紙５’）

建築設備及び防火設備の定期報告書の受理・審査等の事務処

理（オンライン報告の場合）

建築防災センター

受付及び内容確認を

システムにより通知

建築物所有者

事 務 処 理

① 「防災センター 入力欄」に受付日、受付番号、内容確認結果を入力する。

② 「兵庫県建築指導課 入力欄」に受付日を入力し、受付印（電子印）を押印する。

③ 検査者が行った検査に基づき、報告内容の審査を行い、審査結果及び指導文を入力する。

なお、届出内容の他に審査に必要な資料がある場合は、届出者に資料を請求する。

④ 審査結果を基に台帳の整備を行う。

⑤ 建築物所有者にPDF化した定期検査報告書（定期検査報告書、検査結果表、関係写真）及び定

期検査報告概要書を送付する。

（その他）

・台帳保管

・定期検査報告概要書の保管・閲覧

専用 WEBフォームへの必要事項の

入力等

県

報告書等（PDF）を送付

受付及び審査完了を

システムにより通知

①④⑤

②③

13



（別紙６）

内容審査基準

調査（検査）結果の区分は次表の基準により判定する。

調査結果 区分 審 査 基 準 内    容

指摘なし Ａ
全ての項目で要是正の指摘が

ないもの

平成20年国土交通省告示第282・285号※

及び平成28年国土交通省告示第723号※

別表の項目の全てにおいて、判定基準に

該当しないもの

要是正の

指摘あり
Ｄ 要是正の指摘があるもの

平成20年国土交通省告示第282・285号※

及び平成28年国土交通省告示第723号※

別表の項目のいずれか一つ以上で、判定

基準に該当するもの（法令関係の規定が

ある項目については、現行法令に適合し

ないもの）

既 存

不適格
Ｄ

上記指摘のすべてが、既存不適

格の規定の適用を受けている

もの

指摘の全てにおいて、現行法令に適合し

ないが、建設当時の法令には適合してい

たもの

※平成20年国土交通省告示第282号：特定建築物の調査項目等

 平成20年国土交通省告示第285号：建築設備の検査項目等

 平成28年国土交通省告示第723号：防火設備の検査項目等

（解説：従前基準と現行基準の関係について）

  ・従前基準 Ａ：特に措置を要しない Ｂ：軽微な対応を要する又は引き続き観察を続ける

        Ｃ：精密調査を要する  Ｄ：補修・改善等を要する

・現行基準 Ａ：指摘なし      Ｄ：要是正の指摘あり

・対応関係

 従前基準のＡとＤについては、それぞれ現行基準のＡとＤに

対応する。

調査において不明瞭な部分が残る場合、従前基準ではＢ又

はＣと判定していたが、現行基準では調査の中でＡ又はＤの

どちらかに明確に区分する。

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ

Ｄ

（従前基準） （現行基準）
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